
まちづくり
第4章

（安全・安心、環境・衛生、都市基盤）

１　防災対策の充実
２　消防・救急救助体制の充実
３　防犯対策と消費者保護の推進
４　環境の保全
５　生活衛生・環境衛生の向上
６　土地・景観の整備
７　交通基盤の整備と交通安全の確保
８　住環境の向上
９　利水・治水対策の推進



まちづくり
（安全・安心、環境・衛生、都市基盤）

策
定
に
あ
た
っ
て

1
章

2
章

3
章

4
章

未
来
ビ
ジ
ョ
ン

1
章

2
章

推
進
方
針

総
論

1
章

2
章

3
章

4
章

各
論

1
章

2
章

3
章

4
章

5
章

第4章

120

防災対策の充実
～災害から身を守るために～1

●   激甚化・多発化・突発化あるいは多様化する各種の災害に対応できるよう、PDCAサイクルに
より、平時から「奈良市地域防災計画」をはじめとする各種計画の実効性の向上を図り、防災
体制を充実させる必要があります。

●   本市のみでの災害対応には限界があり、国・県はもとより、近隣市町村・中核市をはじめとし
た災害時相互応援協定締結自治体等、地域自治協議会・自治会、自主防災・防犯組織、防災関
係機関、民間事業者等幅広い関係機関・団体との連携を強化していくことが必要です。

●   災害時に基礎自治体としての役割をしっかりと果たせるよう、各種防災訓練や職員教育の実施、
災害対策本部機能の強化により本市の災害対応能力の向上を図る必要があります。

●   大規模災害発生時には多数の避難者の発生が想定されることから、食糧・毛布などをはじめと
する備蓄物資の充実と避難所の環境整備が必要です。

●   避難行動の遅れなどによる被害を最小限にとどめるため、最新の情報通信技術などを積極的に
利活用して、多様な災害情報伝達手段を複線的に組み合わせた、実際的な災害情報の収集及び
伝達体制を整備する必要があります。

●   市民一人ひとりが自らの命は自らが守る、全ての地域が自分たちの地域は自分たちで守るとい
う意識をもって災害に備えられるよう防災意識の高揚を図り、住民・地域主体の取組により、
防災・減災意識の高い社会の構築を目標に、地域防災力を向上させる必要があります。

現状と課題



まちづくり
（安全・安心、環境・衛生、都市基盤）

策
定
に
あ
た
っ
て

1
章

2
章

3
章

4
章

未
来
ビ
ジ
ョ
ン

1
章

2
章

推
進
方
針

総
論

1
章

2
章

3
章

4
章

各
論

1
章

2
章

3
章

4
章

5
章

第4章

121

①防災・減災に対する体制の強化�

○   自助・共助・公助、ハード・ソフト・ハート28）、幅広い関係機関や事業者等との協働連携などを総
合的に組み合わせた防災減災への取組の強化により、住民・地域が主体となった、高齢者、障害者、
女性、子ども、外国人等へも配慮のある、災害に強いまちづくりを目指します。

②防災・減災に対する意識の向上�

○   地域における防災訓練等において継続的な防災教育を実施することにより、市民一人ひとりが防災
に対する正しい知識と危機意識をもち、自らの身を自分自身で守る行動がとれるよう、防災対応力
の向上を目指します。

施策の方向性

主な関係個別計画：  奈良市地域防災計画…①②、奈良市国土強靭化地域計画…①②、奈良市業務継続計画…①、 
奈良市災害時受援計画…①、奈良市国民保護計画…①②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

災害による死者数（災害関連死を含む） 人 2
（1961年度） 0

災害用備蓄食糧数 食 137,310
（2020年度） 151,000

防災訓練・防災講話等参加率 ％ 5.5
（2019年度） 14.7

28）  ハード・ソフト・ハート：建物の耐震化や避難環境の整備などの「ハード」、地域防災計画の充実や防災訓練などの「ソフト」に、
市民や市職員の防災・減災意識としての「ハート」を加えた、総合的な組合せの一つ
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消防・救急救助体制の充実
～命や財産を守るために～2

●   風水害や地震等による災害の大規模化、激甚化等により消防への迅速的確な対応が求められる
中、文化財を含む木造建築物密集地等の防御計画の策定、消防施設や装備等の計画的な整備並
びに消防職員の適正な人員配置や資質の向上等、総合的な消防力の充実強化を進めることによ
り、被害の軽減を図る必要があります。

●   地域に密着した消防団には、従来の消火・救助活動に加え、避難誘導や避難所運営支援活動等、
幅広い役割が求められますが、団員の高齢化や地域活動に参加する住民が減っていることによ
り人材確保に苦慮しており、大学や事業所等の協力を得て団員確保が求められています。

●   電化製品などの防火安全性能の向上等により火災件数は減少傾向にありますが、火災での逃げ
遅れによる被害の多くは高齢者等で、女性防災クラブによるひとり暮らし高齢者宅防火訪問を
はじめ、それぞれの地域特性に応じた火災予防啓発活動等を実施していく必要があります。

●   高齢化の進行や疾病構造の変化により、救急需要の増加が見込まれるため、救急現場に居合わ
せた人による心肺蘇生などの救命処置が重要となる中、応急手当普及啓発などの取組を積極的
に実施し、応急手当ができる市民を増やす必要があります。

●   救急出動件数の増加により、救急活動時間の延伸が見込まれることから、救急車の適正利用の
啓発や消防指令システムの効果的な運用及び現場急行支援システムを含めた新交通管理システ
ムの利用等により、延伸防止を図る必要があります。

現状と課題
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①消防活動体制の強化�

○   火災をはじめ、地震、豪雨などの各種災害から市民の命や財産を守るため、消防職団員が活動する
うえで必要な消防施設、装備等及び人員を計画的に充実、整備するとともに、知識、技術向上の為
の教育を行うことにより、総合的な消防体制の強化を目指します。

○   世界遺産をはじめ多くの文化財を火災等の災害から守るため、常に強い危機管理意識を持ち、強固
な体制づくりや啓発活動に取り組む必要があり、専門的職員として配置した文化財防災官を中心に
関係機関と連携し、防災体制の充実を目指します。

○   消防団や女性防災クラブ等との協働により、防火防災対策等をはじめ、地域住民を対象に災害への
備え心掛けや日常生活における防火指導等を行うなど、地域における防火防災意識の高揚を目指し
ます。

○   季節・気象状況や火災発生状況等の情報を収集し、様々な広報媒体等を有効に活用し、積極的かつ
タイムリーな火災予防広報を実施します。

②救急救助体制の充実�

○   応急手当で助け合えるまち・安心して暮らせるまちを目指し、より救命効果を高めるために心肺停
止傷病者に対する市民応急処置実施率の向上を目指します。

○   救急車を有効に活用し、傷病者の病態悪化防止のために適切な医療機関への迅速な救急搬送を目指
します。

○   多数傷病者発生事故、自然災害等を想定した訓練・研修等を実施することにより実務教養及び技術
の習得と救助隊員の活動能力の向上を図ります。

施策の方向性

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

年間出火率（人口１万人当たりの出火件数）過去５年平均 件 2.2
（2020年） 2.0

救急現場における市民応急手当（心肺蘇生）実施率 ％ 50.4
（2020年） 56.9
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防犯対策と消費者保護の推進
～犯罪やトラブルに巻き込まれないために～3

●   特に子どもや女性、高齢者等の社会的弱者を巧妙化・複雑化する犯罪から守るため、防犯教室
の充実や、積極的な情報発信など、市民の防犯意識の啓発強化が必要です。

●   本市における犯罪の特徴から、特殊詐欺及び空き巣等の侵入窃盗の抑止が特に必要です。

●   少子高齢化が進行していく中で、防犯活動に従事する地域の担い手が不足し、核家族化が進む
中で、地域のつながりが希薄になっています。市民・地域・行政が一体となり連携を強め、地
域の自主的な防犯活動を推進して、地域の防犯力を高める必要があります。

●   街頭で多発する犯罪の抑止のため、警察力を補う防犯カメラの更なる設置など、犯罪の起きに
くい環境づくりが必要です。

●   不審者情報をはじめとする子どもの安心安全に関する情報を配信する、なら子どもサポート
ネットにおいて登録者数が十分でないことから、登録者数の増加を図るとともに、迅速かつ的
確な情報配信をしていくことが重要です。

●   消費生活に関して、悪質商法や犯罪まがいの行為の増加が懸念される中、被害の発生・拡大を
抑止していく必要があります。

●   近年の急激な技術革新により、事業の高度化・専門化が進み、事業者と消費者の情報格差が拡
大しています。情報通信や金融・住宅関連等の分野で、消費者トラブルが発生した場合、消費
生活センターは専門的な助言・あっせん業務を行う必要があります。 

●   2022年（令和４年）に予定される成年年齢の引き下げにより、これまで以上に社会経験の少
ない若者が新成人となります。新成人は親の同意を得なくても、自分の意思で契約を行えるた
め、親の同意を得ていない契約の一方的な取り消しができなくなります。今後、若者が新成人
を狙う悪質業者による消費者トラブルに巻き込まれないよう、適切な情報を発信する必要があ
ります。

現状と課題
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①防犯力の向上�

○   自主防犯意識を喚起するための啓発活動を通じて、市民・地域・行政が一体となって地域の防犯力
を高め、犯罪を未然に防ぐための防犯環境を整備することにより、全ての市民が安全で安心して生
活できるまちづくりを目指します。

○   子どもの安全を確保するため、学校と地域等が連携し、巡回などの防犯の取組に加え、ICTを活用し
た防犯の仕組みをつくるなど、更なる安全確保に向けた取組を推進します。

②消費者への支援の推進�

○   消費者への情報の発信により、消費者自身が悪質商法等の手口を十分に把握することで、可能な限
り被害の未然防止を図るとともに、トラブルに巻き込まれた時も、相談等により早期に解決できる
よう、相談窓口としての消費生活センターの十分な周知を図ります。

施策の方向性

主な関係個別計画：奈良市危機管理指針…①、奈良市安全安心まちづくり基本計画…①

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

刑法犯認知件数 件／千人 5.5
（2019年） 4.0

街頭防犯カメラ設置台数（累計） 台 300
（2020年度） 500

市立小中学校に子どもを通わせている全世帯における、
なら子どもサポートネットの登録世帯数の割合 ％ 93.0

（2021年度） 100

消費生活に関する相談件数 件 2,196
（2020年度） 2,016
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環境の保全
～環境と生活の調和を保つために～4

●   世界各地での異常気象などに関し、人間活動による気候変動への影響が大きいことが科学的に
証明されてきています。この気候変動を最小限にするために、パリ協定29）の目標達成が各国
に求められていますが、経済や社会の発展とどのように協調するかが大きな課題となっていま
す。経済活動や地域社会の活性化と、気候変動対策を両立させることが必須であるとともに、
さらに踏み込んだ温室効果ガスの削減や、異常気象による災害対応も見越した適応策がまだま
だ不十分です。

●   事業活動等により起こる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等の環境問題が懸念されるため、立
入検査等を実施し、工場・事業場からの環境への影響を極力抑えるとともに、環境の常時監視
を継続していく必要があります。

●   本市の１日一人当たりのごみ排出量については、全国平均と比べて少ないレベルにあり、家庭
系ごみの減量化のため市民団体と協働して、市民向け啓発活動を実施していますが大幅な減量
にはつながっていません。市民にとって身近であるごみに関する関心を高め、更なる減量につ
なげるための取組が必要です。一方で、事業系ごみについては、排出事業者及び許可業者に対
する搬入指導により大幅な減量を進めることができましたが、引き続き指導・啓発を継続する
必要があります。

●   環境清美工場の焼却炉は竣工後30数年経過し老朽化が進んでいます。ごみ処理施設である環
境清美工場の負担軽減を図るため、プラスチック製容器包装のリサイクル及び草木類のチップ
化処理等の手法により、再資源化によるごみ処理量の削減に取り組んでいますが、これらのリ
サイクル量は頭打ちになっています。

●   廃棄物処理に係るコストの適正性や負担のあり方について、市民と行政との議論を深める必要
があります。

●   ごみ処理施設の老朽化の現状を踏まえ、循環型社会の形成を推進するための新クリーンセン
ターを早期に整備する必要があります。このことから、周辺市町とのごみ処理広域化を軸に検
討を進めているところであり、ごみ減量化施策の推進や将来人口の減少を踏まえた施設規模の
精査に加え、建設後の維持管理費等も含めたトータルコストの縮減を図る必要があります。

●   産業廃棄物の不適正な処理事例が依然として発生しており、適正な処理による発生抑制・減量
化・リサイクルの推進を図る必要があります。

現状と課題

29）  パリ協定：2015年（平成27年）12月、気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）において採択された2020年以降の地球
温暖化対策に関する国際的な法的枠組み。産業革命前からの平均気温上昇を2℃未満（1.5℃に抑える努力を追求）に抑えるといっ
た長期目標が定められている。
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①環境保全による地域課題の解決�

○   再生可能エネルギーの導入を推進し、地域内で消費するエネルギーの地産地消の促進や省エネルギー
の取組の推進などにより、2050年（令和32年）までに地域内の温室効果ガス排出量を実質ゼロに
することを目指し、中期的な目標として基準年度（2013年度（平成25年度））比46％以上の削減を
2030年度（令和12年度）実績として目指します。

○   地球温暖化対策などの環境保全の取組や再生可能エネルギー等の地域資源を活用した持続可能な地
域づくり、環境教育を通じた環境保全意識の醸成など、様々な主体との協働による持続可能な社会
の構築を目指します。

○   大気、水質、騒音等環境の常時監視や事業場の立入検査等により、環境汚染の未然防止に努め、住
みよいまちづくりを目指します。

②ごみ減量化と適正処理の推進�

○   循環型社会の実現に向け、更なるごみの減量及びリサイクルと適正処理を進めることで、ごみ処理
施設の延命化と維持管理経費の縮減を目指します。そのためには、市民のごみ処理への関心を高め、
日頃から主体的に取り組んでもらうことが重要であるため、ごみの減量についての啓発活動と教育
の充実だけでなく、地域とともにごみを減らす取組を進めます。

○   廃棄物処理に係るコストや公平な負担の在り方について検証し、処理費用の適正化を図ります。
○   環境にやさしく、安全で安心な施設として、エネルギーの回収と有効利用のための技術を積極的に

導入した、新クリーンセンターの整備を図ります。その整備については、地域の活性化やまちづく
りの観点を取り入れたごみ処理広域化により取り組みます。

○   産業廃棄物については、パトロールの実施など廃棄物処理法等に基づいた適正処理指導を行うとと
もに、排出抑制についての啓発を継続することで、減量・リサイクルを推進します。

施策の方向性

主な関係個別計画：  奈良市環境基本計画…①②、奈良市地球温暖化対策地域実行計画…①、 
奈良市地球温暖化対策庁内実行計画…①、奈良市環境教育基本方針…①、奈良市分別収集計画…②、 
奈良市一般廃棄物処理基本計画…②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

市域の温室効果ガス排出量 千t-CO2
1,490

（2020年度） 1,208

１日一人当たりごみ排出量 ｇ 690
（2019年度） 593
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生活衛生・環境衛生の向上
～身近な環境を清潔に保つために～5

●   ボランティアによる美化活動を支援するアダプトプログラムなどを通じて、自分たちのまちは
自分たちできれいにしようという意識が芽生え、地域コミュニティの再生につながっています。
活動団体数や活動者数を増やすため、新たな担い手の確保が必要です。

●   ポイ捨てによるごみの散乱を防止し、国際文化観光都市にふさわしいまちの美観の維持増進に
努める必要があります。

●   不法投棄のパトロールにおいて不適正処理と認知される件数が増加しており、撤去指導等の対
応に追われているため、早い段階で事案を認知し、指導を徹底する必要があります。

●   日常生活において利用する機会の多い生活衛生関係施設（理容所、美容所、クリーニング所、
宿泊施設、公衆浴場）は、営業者による清掃・消毒等の適正な衛生管理によって健康被害を防
ぎ、人々の安心・安全な生活環境を確保する必要があります。また、近年、民泊等の宿泊施設
が多様化する中で、宿泊者の騒音やゴミの出し方等による近隣住民の生活環境の悪化を防ぐ必
要があります。

●   市設墓地（霊苑）は、開設されてから年数が経過していることから、整備をしなければならな
い箇所が多くあります。また、近年では風水害や獣害による被害のための修繕や工事等、突発
的かつ緊急性を要する事案が増えています。

●   動物の飼い主には終生飼養の責任がありますが、不適切な管理や飼育放棄等が問題となってい
ます。また、飼い主のいない猫への無責任な餌やりによって、糞尿による近隣の生活環境の悪
化や子猫の繁殖等の問題が起きています。

現状と課題
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①環境美化の推進�

○   地域のボランティアによる道路、河川等の美化活動を支援することで、まちの美観の維持向上と市
民の美化意識の向上を図ります。また、多様な媒体を用いた広報などにより、美化活動や支援制度
について周知し、新たな担い手の確保を目指します。

○   ごみの不適正処理の早期認知・指導を徹底することで、今後の不適正処理の発生件数自体の削減を
目指します。

②生活環境と衛生水準の維持・向上�

○   生活衛生関係施設の衛生水準の向上のため、監視指導体制を強化するとともに、営業者に対し生活
衛生の知識の普及啓発に努めます。

○   市設墓地を利用される墓参者の利便性や安全性の向上を図るため、危険度や必要性の高い箇所から
計画的に整備を行います。

③動物愛護の推進�

○   犬猫の殺処分ゼロを目指して、市民、ボランティア及び関係団体と連携を図りながら、譲渡事業等
に取り組むとともに、不正飼養による動物虐待疑いへの立入検査を行うなど、動物の愛護や終生飼養、
動物虐待防止など適正な飼養の啓発、指導及び助言に努めます。

施策の方向性

主な関係個別計画：奈良市環境基本計画…①

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

アダプトプログラム推進事業　団体活動回数 回 3,353
（2020年度） 3,570

生活衛生関係施設監視件数 件 349
（2018年度） 357

保護犬・猫の譲渡率 ％ 93.0
（2020年度） 98.5
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土地・景観の整備
～まちの価値をより高めるために～6

●   人口減少と高齢化社会への対応という大きな課題解決に向け、将来の社会構造の変化に対応し
たまちづくりを目指し、鉄道駅等の都市拠点を中心に都市機能の集積や低利用地の活用を進め
る必要があります。

●   計画的に住みよい環境を整備するためには、地域の実情に応じた詳細な土地利用の規制・誘
導を図ることが重要です。そのため、市街地における土地利用規制の根幹をなす用途地域を
定める際に、併せて地区ごとのきめ細やかな計画として地区計画等を定めることが求められ
ています。

●   宅地開発においては、「都市計画法」や「奈良市開発指導要綱」等に基づき道路、公園等の基
盤施設の整備を誘導してきました。今後も一定の宅地水準を確保し、良好で安全な市街地の形
成と無秩序な市街化の防止を図る必要があります。

●   八条・大安寺周辺地区には京奈和自動車道の（仮称）奈良インターチェンジとJR関西本線の
新駅の設置が予定されており、交通結節点機能を生かしたまちづくりを推進する必要があり
ます。

●   土地情報の基礎となる地籍が明確にされていない土地が多く存在します。そのため、計画的に
地籍調査を実施していく必要があります。

●   古都奈良にふさわしい景観を目指す中で、大きな阻害要件の一つとして、違法に掲出された、
立て看板、のぼり旗、はり札等の簡易な屋外広告物があります。景観まちづくりの先導的役割
を担う市民組織が、行政と連携して、屋外広告物法で認められている簡易除却を行うことが望
まれます。

●   奈良町では、各種団体等との官民連携によるまちづくりが活発に行われています。また、本市
固有の歴史的風致が魅力であり、伝統的建造物の利活用が促進されている一方で、まちの伝統
にはない様式の建造物も増加しています。歴史的な町並み景観を守り、伝統的建造物を次世代
へ継承していくためにも、適切な補助・指導が必要です。

現状と課題
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①計画的な土地利用の推進�

○   持続可能な社会であるとともに、居心地が良いまちを目指して、計画的な土地利用の推進による効
率的でまとまりのある都市の形成を図るとともに、地域の実情に即した健全な都市の発展を目指し
ます。

○   八条・大安寺周辺地区は、県内で唯一の高速道路インターチェンジと鉄道駅が近接した交通結節点
となることから、交通結節点機能を生かしつつ、奈良らしさを生かした独自性のあるまちづくりを
推進します。

○   地籍調査を実施し地籍を明確にすることで、不動産取引の流動化、公共事業の円滑化、土地に対す
る課税の適正化といった効果が期待されることから、更なる土地利用の促進を目指します。

②奈良にふさわしい景観の保全・創出及び歴史的風致の維持・向上�

○   市民の景観意識を醸成するための施策を展開する中、景観まちづくり市民組織の結成、育成を支援
するとともに、各組織のネットワーク化を図ります。また、地域の貴重な景観資源を発掘し、地域
の人に景観的なシンボルとして認識してもらうことにより、景観を守ってもらうなど市民主体の景
観まちづくりを目指します。

○   地域の歴史文化を生かしたまちづくりを行うことを目的に、奈良町の良好な歴史的風致の維持・向
上を図ります。また、まちづくり活動に対して情報提供や情報発信などの支援を行うとともに、地
域で自主的な活動を行っている団体間での交流促進を目指します。

施策の方向性

主な関係個別計画：  奈良市都市計画マスタープラン…①、（仮称）奈良市立地適正化計画…①、 
奈良市街地地域地籍調査事業計画…①、奈良市景観計画…②、奈良市歴史的風致維持向上計画…②、 
新奈良町にぎわい構想…②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

市街地（DID30））における地籍調査の進捗率
（対象面積45.7㎢） ％ 17.9

（2020年度） 26.9

景観まちづくりに関する参加団体数 団体 49
（2020年度） 70

歴史的風致形成建造物の指定件数 件 22
（2019年度） 38

30）  DID：人口集中地区（Densely Inhabited District）の略語。国勢調査において設定される人口密度が１haあたり40人以上、 
人口5,000人以上の地域のことで、実質的な都市地域を指す。対象面積（45.7㎢）は2015年（平成27年）国勢調査の値
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交通基盤の整備と交通安全の確保
～自由で安全に出かけられるために～7

●   中心市街地では、観光シーズンを中心に発生する交通渋滞により市民生活に影響が出ており、
引き続き、公共交通機関の利用促進や自家用車の流入抑制のための施策が必要です。住宅地で
は、公共交通ネットワークは一定整備されていますが、今後、高齢化に伴いニーズが多様化す
ることが想定され、既存公共交通を補完する交通サービスの検討が求められています。

●   近鉄大和西大寺駅付近では鉄道と道路の平面交差により交通が遮断され、周辺道路では交通渋
滞が発生していることから、抜本的な対策が求められています。対策には莫大な費用が発生す
るため、鉄道事業者や県と連携し、課題解決に向けて最善な方法を検討する必要があります。

●   東部・月ヶ瀬・都祁地域は、特に人口減少・高齢化が進み、市民生活の礎となる生活路線バス
の維持が難しく、日常の移動手段の確保が必要です。

●   都市計画道路の整備率は依然低い水準にあり、市街地において慢性的な渋滞が発生しています。
また、高度経済成長期に整備された道路施設が経年劣化で修繕する時期を同時に迎えており、
修繕費の増大が予想されるとともに、耐震補強やバリアフリー化も課題となっています。

●   歩道上にある電柱は、歩行者や車いす利用者の通行を妨げることがあります。また、世界遺産
を中心とした観光スポットの景観形成及び観光振興の向上にもつながることから、無電柱化を
推進していく必要があります。

●   近年多く発生している高齢者による自動車事故の減少を図るとともに、子どもや高齢者等の交
通弱者を交通事故から守るため、警察、交通対策協議会、交通安全指導員等と連携し、交通安
全教室や交通安全啓発活動の充実､ 積極的な情報発信など､ 交通安全意識の啓発を強化する取
組が必要です。

●   安全で安心な交通社会の実現を図るためには、自動車に比べて弱い立場にある歩行者の安全確
保が必要不可欠であり、生活道路、市街地の幹線道路等における、歩行者の安全確保が課題と
なっています。

●   学校・地域・PTAが協力して抽出した通学路における危険箇所に対して安全対策を講じる必要
があり、関係機関と連携して合同点検を実施するなど、通学路の安全確保に向けた取組を推進
する必要があります。

現状と課題
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①交通体系の構築�
○   交通渋滞の解消を図るだけでなく、既存の公共交通の活用を主にして、自転車・徒歩やコミュニティ

バスに加えて、新しい技術の導入や住民主体型の移動システムなどの多様な移動手法について、地
域住民や関係機関等とともに考え、公共交通を生かした効率的で利便性の高い持続可能な交通ネッ
トワークの構築を目指します。また、市民や企業に対して公共交通利用を促します。

○   市内にリニア中央新幹線の新駅が設置されるよう、市民の機運を高め、官民一体となって誘致を進
めます。

②道路整備の推進�
○   社会情勢の変化等も踏まえながら都市計画道路網の検証を行い、安全で円滑な移動の実現に向けて

幹線道路網を重点的に整備します。
○   市民が安全・安心に道路を利用できるよう、道路施設のバリアフリー化、長寿命化及び耐震化を推進

します。
○   自然災害による電柱の倒壊防止や、安全で通行しやすい歩行空間の確保、世界遺産を中心とした良好

な景観の保全並びに国際文化観光都市としての魅力向上につなげることを目的に、無電柱化を推進し
ます。

③交通安全対策の推進�
○   交通安全教育及び交通安全運動を推進し、市民の交通安全意識の向上を図るとともに、警察や各種

交通安全団体と連携して交通安全対策の充実を図り、交通事故のない安全・安心で快適に生活でき
るまちづくりを目指します。

○   交通安全標識や路面標示など交通安全施設の充実や歩道の設置、通学路の安全対策を進めることで
安全で安心して通行できる道路網の整備を図っていきます。

施策の方向性

主な関係個別計画：  奈良市都市計画マスタープラン…①、奈良市総合交通戦略…①、奈良中心市街地公共交通総合連携計画…①、
奈良市橋梁長寿命化修繕計画…②、奈良市横断歩道橋長寿命化修繕計画…②、奈良市トンネル長寿命化修
繕計画…②、奈良市門型標識長寿命化修繕計画…②、奈良市大型カルバート長寿命化修繕計画…②、奈良
市無電柱化推進計画…②、奈良市交通安全計画…③、奈良市通学路交通安全プログラム…③

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

マイカー通勤者40％未満の事業所割合 ％ 81
（2020年度） 91

道路施設長寿命化修繕・耐震補強達成率（対象箇所212箇所） ％ 8.5
（2020年度） 46.2

奈良市無電柱化推進計画達成延長 ｍ 3,485
（2020年度） 5,645

交通事故死者数 人 9
（2019年）

限りなくゼロ
に近づける

交通安全教室開催率（市内の小中学校・園） ％ 55.7
（2019年度） 100

奈良市通学路交通安全プログラムにおける危険箇所対策率
（３年間） ％ 82.4

（2020年度） 90.0
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住環境の向上
～住み続けたいと思えるために～8

●   高齢化や人口減少などにより、管理不全な状態で放置された空き家等が発生しており、防災、
衛生、環境等の面で地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすことから、所有者等による適正管理
や利活用の促進が課題となっています。また、町家の利活用には多大な修理費用が必要となる
場合があり、資本力のある事業者による利活用促進のため、早急に物件の掘り起こしと周知が
必要です。

●   地球温暖化をはじめとした環境問題などに対する市民意識の高まりや、ライフスタイルの多様
化など、住宅に関する市民のニーズも変化しています。省資源・省エネルギーなどに配慮した
環境共生住宅の普及や、高齢者・障害者に配慮した福祉対応住宅の供給促進と医療・福祉との
適切な連携が求められています。

●   歴史的町並みを形成する木造建築物を含め、耐震基準を満たしていない建築物が数多く残され
ています。市民や建物所有者の自主的な耐震化への取組を行政が支援することを基本としつつ、
耐震化に向けた取組をより推進していく必要があります。

●   市営住宅の老朽化が進んでいます。居住水準の向上や、少子高齢化に対応した居住環境整備及
び長寿命化を促進する必要があります。

●   遊具等が老朽化した公園が増加し、公園に対する市民ニーズも多様化していることから、施設
の充実を図るとともに、利用者ニーズに合うような公園の整備が求められています。また、維
持管理においては、高齢化などを背景にボランティアの担い手不足が進んでいるため、様々な
世代の参加が求められています。

現状と課題
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①良好な住環境の形成�

○   近年増加する民間の空き家等の適正管理や、伝統的な町家の保全並びにそれらの利活用を促進する
ことにより、全ての人にとって安全で快適な居住環境の創出を目指し、ひいては地域の活性化や地
域コミュニティの維持・再生を図ります。

○   環境に配慮した住宅の整備を推進するための各種認定制度及び省エネルギー措置を促進するととも
に、住宅と福祉の連携を強化します。

○   「奈良市耐震改修促進計画」に基づき、既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修並びに特定既存耐震不
適格建築物の耐震診断の普及を通じて市民意識の向上を図り、既存住宅など建築物の耐震化を促進
します。

○   市営住宅の既存ストックを最大限に活用し、住宅困窮者のセーフティネットの役割を担えるよう適
切なマネジメントを図ります。

②公園・緑地の整備�

○   グリーンサポート制度などを活用し、市民等との協働による公園・緑地の管理運営及び地域自治協
議会による地域の公園の一括管理運営を推進していくとともに、少子高齢化や市民ニーズの多様化
に対応しながら、老朽化した遊具などの整備や維持補修を実施し、市民が安全に安心して利用でき
る緑豊かな公園づくりを目指します。

施策の方向性

主な関係個別計画：  奈良市住生活基本計画…①、奈良市空家等対策計画…①、奈良市耐震改修促進計画…①、 
奈良市営住宅ストック総合活用計画…①、奈良市公営住宅等長寿命化計画…①、 

（仮称）奈良市公園マネジメント基本計画…②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

特定空家等31）の除却件数（累計） 戸 43
（2020年度） 54

子育て世帯向け市営住宅の供給戸数（累計） 戸 99
（2020年度） 159

グリーンサポート制度による公園管理率 ％ 25.5
（2020年度） 31.5

31）  特定空家等：①放置すれば倒壊等危険となるおそれのある状態 ②著しく衛生上有害な状態 ③著しく景観を損なっている状態 
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等のこと。
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利水・治水対策の推進
～安全で安心な水環境を実現するために～9

●   昭和30年代半ばまでに布設した脆弱な継ぎ手の水道管が残存しており、破裂や継ぎ手の抜け出
しによる漏水が発生するおそれがあります。今後も水道施設の老朽化が進んでいくことから、平
常時はもとより災害時にも強い安全で安心なライフラインとしての水道を維持するためには、耐震
化や更新事業を積極的に実施していく必要があります。

●   配水管から各家庭等へ分岐している一部の給水管には、鉛製給水管が使用されています。鉛製
給水管は、経年劣化により漏水の原因となることや、長時間の滞留により、水道水に鉛が溶け
出すおそれがあります。給水管は使用者等の所有物ですが、鉛製給水管の早期解消を図るため、
2006年度（平成18年度）から布設替事業を実施しています。

●   人口減少に伴う給水収益の減少や老朽化施設の更新等により経営環境が厳しくなる中、安全・安
心な水道事業を持続していくため、県と本市を含む関係市町村において県域水道一体化を検討し
ています。

●   1951年（昭和26年）から下水道事業に着手し、普及率は2020年度（令和２年度）には91.48％
となっています。経年劣化に伴い下水道施設の更新需要が増加していくことから、ライフサイクル
コストの低減化や、予防保全型施設管理の導入による安全の確保等、戦略的な維持・修繕及び
改築を行い、良質な下水道サービスを持続的に提供する必要があります。

●   本市には佐保川、秋篠川、岩井川など県が所管する25本の一級河川と、本市が管轄する13本
の準用河川、252本の普通河川、11路線の都市下水路、約7,500本の法定外公共物（水路）
がありますが、近年、多発している治水能力を超えるような局地的な集中豪雨による浸水被害や、
都市化の進展と流域の開発に伴う河川環境の悪化などの問題が発生しています。

●   水利状況を考慮し、都市化や地球温暖化等によるゲリラ豪雨などの異常気象にも対応できるよう
に、河川機能を高めること、また、環境や景観に配慮した河川整備が求められています。

●   河川は自然環境を備えた貴重な公共空間であることから、水辺に親しめる河川づくりが求められ
ています。

現状と課題
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①水道水の安定供給�

○   市民生活や社会経済活動に欠かすことのできない水道を、いつでも安全で安心して飲める水質で安定供
給を続けるため、計画的に浄水場や管路等の施設更新を行い、災害時にも強靭なライフラインとして維
持し、将来にわたり市民から喜ばれる水道を目指します。

②下水環境の向上�

○   下水道は、市民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全などの役割を担っており、計画的に処理
場や管路等の施設更新を行い、耐震化・長寿命化を図るとともに、予防保全的な維持管理を推進するこ
とで、下水道の適正な汚水処理による公衆衛生の向上と、合流式下水道の豪雨時における雨水流入量
の増加に伴う浸水被害の低減を目指します。

　　

③河川・水路の整備�

○   浸水被害の解消に向け、準用河川や水路などの河川改修工事及び浸水対策工事を実施し河川等の流水
機能を高めるとともに、環境衛生の向上を図るため都市下水路の整備を進めます。

○   雨水貯留浸透施設の設置、ため池治水利用施設の設置及び民間の開発への調整池の設置指導等を行う
ことにより、雨水の流出抑制や各河川の流域における保水能力・貯留機能の向上を図ります。

○   主要な河川において、関係機関と連携し水辺の散策や生物の育成などに配慮した取組を進めます。

施策の方向性

主な関係個別計画：奈良市水道事業中長期計画…①、鉛給水管布設替実施計画…①

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

水道老朽配水管の更新（耐震化）率（対象延長74km） ％ 14.9
（2020年度） 51.4

鉛給水管の解消率（対象件数27,040件） ％ 42.1
（2020年度） 63.7

下水道重要管路の健全率（対象延長243.2km） ％ 70.2
（2020年度） 83.5

河川改修施工延長（対象延長7,664ｍ） ｍ 3,161
（2020年度） 5,585
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（協働、行財政運営）

１　市民参画と開かれた市政の推進
２　行財政改革の推進


